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標記について、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性

化に関する特別措置法（平成２１年法律第６４号）に基づく群馬県中・西毛交通圏タクシー準特定

地域協議会を下記のとおり開催することとなりましたので、協議会設置要綱第５条第１４項の規定

に基づき公表します。 

なお、新たに協議会の構成員として参画されたい方は、開催日の３０日前（１１月５日・月曜日）

までに下記の問い合わせ先へお申し出ください。 

 

記 

 
  １．日時   平成３０年１２月５日（水） １４：００～ 

 

  ２．場所   群馬県トラック総合会館２階小研修室 

          前橋市野中町５９５番地 

          ☎０２７－２６１－０２４４ 

 

  ３．予定している議題 （１）中・西毛交通圏タクシー準特定地域協議会設置要綱改 

正について         

（２）タクシー事業の現状について 

（３）適正化及び活性化に係る改正特措法施行後の取組状況 

   について 

（４）準特定地域協議会地域計画の一部改正について 

（５）活性化事業に係る調査結果の報告及び新たな目標値の 

設定について 

（６）その他 

 

 

 

 

 
 
 
 

中・西毛交通圏タクシー準特定地域協議会事務局 

一般社団法人群馬県タクシー協会 

担当：小島、山口 

電話：０２７－２６１－２０７１ 

本件に関する 

問い合わせ先 

 

群馬県中・西毛交通圏タクシー準特定地域協議会の開催について 

 


